
事業者の皆様へ

事業者が出すごみは， 

家庭ごみステーションやパイプラインに捨てること

ができません。（不法投棄に該当します。） 

令和元年９月 

産業廃棄物処理業者へ依頼ください。 

水銀が含まれるごみの出し方

芦屋市

事業者は，芦屋市の許可業者（※１）に処理を依頼するか，自ら環境処理センタ

ーへ搬入することで，一般廃棄物のごみ出しをすることができます。

絶対に家庭ごみステーションやパイプラインに捨てないでください。

水銀が含まれるごみは，必ず産業廃棄物処理業者に依頼してください。一般廃

棄物に混入されると，今回のように焼却炉を停止することにつながります。

緊 急

水銀体温計
水銀血圧計 ボタン電池 蛍光灯

腕時計などの酸化銀電池 

補聴器などの空気電池 

電子体温計などの 

アルカリボタン電池 

水銀温度計

芦屋市環境処理センターのごみ焼却施設の排ガス中の水銀濃度が排出基準値を

超えたため，焼却炉を停止していますが，運転再開に向けて準備を進めています。

原因は，燃やすごみに水銀を含むごみが混入したと推測されます。ごみを正しく

出す，ごみを減らすことが必要ですので，下記の内容のごみ出しを徹底してくださ

いますようお願いいたします。

※１芦屋市の許可業者・・・事業系ごみハンドブックＰ６ または ホームページ参照

一般廃棄物と産業廃棄物で処理できる業者が異なります。

産業廃棄物・・・

裏面参照



事業者が出す下記のごみは産業廃棄物になります。

芦屋市環境処理センターでは処理ができません。 

絶対に混入しないでください。

問い合わせ先

芦屋市市民生活部環境施設課

ＴＥＬ：０７９７－３２－５３９１

展開検査を強化しています。 

展開検査とは，ごみ袋を開け，中を確認する検査です。正

しく出されていない場合は，ごみを出すことができません。


